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　新年あけましておめでとうございます。
　令和2年の年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年中は、会員の皆様方はじめ東金税務署・税理士会・各金融機関及び保険会社、そ
して各種団体の皆様方に大変お世話になり誠にありがとうございました。
　昨年5月に2期目の会長を仰せつかり、新体制でスタートを切ったわけですが、経験・勉強
不足の私を支えて頂き、皆様方の献身的なご協力で無事令和元年を終了する事ができま
した事に心より感謝申し上げます。
　さて昨年を振り返ってみますと、何といっても千葉県を襲った未曾有の台風災害が思い
出されます。9月から10月に千葉県に上陸、あるいは影響を与えた3度の台風による長期の
停電・断水をはじめ、建物の損壊・倒木による道路の通行止め、大雨による河川の氾濫・住
宅の床下・床上浸水等、東金法人会管内でもたくさんの方々が甚大な被害を受けました。
年間行事であるチャリティーゴルフ大会の中止・税制委員会の講演の延期・青年部会によ
る租税教室の中止など、余儀なくされたこともこの影響によるものです。
　現在でも不自由な毎日を過ごされている会員や家族、そして各企業の皆さんにおかれま
しては、一日も早く元の生活に戻れますよう心よりお祈り致しますとともに、被災された方々に
衷心よりお見舞い申し上げます。
　それから昨年は、10月1日より消費税が10%に引き上げられました。同時に新しく軽減税率
制度も導入されましたが内容が少し複雑で、この制度に馴染めない方もたくさんいらっしゃ
るように感じられます。早く内容を理解して新制度に慣れて頂きたいと考えます。この税制改
正が、日本国民の為に有意義に使われる事を願っています。
　その他の活動として当法人会は、毎年組織委員会を中心として会員増強に力を入れて
います。過去数年、常に千葉県内14単位会の中で、トップクラスの成績をあげて結果を出し
ていますが、昨年も順調に推移したと思われますので、結果を聞くのを心待ちにしている所
です。また女性部会による税に関する絵はがきコンクールも、たくさんの小学校児童から応
募があり、年々内容が向上しており入賞を決める審査に大変苦労した思いもありました。
　さらに税制委員会では、山武郡市内の首長さんに「税の提言書」を提出させて頂きまし
たし、特に九十九里町には、AEDの寄贈もさせて頂きました。この他にも研修会や講演会、
交流会等を多数行っています。これからも会員の皆様方と、各関係機関の方 と々手を携え
て、さらに意義ある活発な向上性のある活動をしていきたいと考えていますので、今まで通り
のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
　結びに会員各企業の弥

いやさか

栄と税務当局の皆さんはじめ関係
各機関、そして会員の皆様方のご健康とご多幸とさらなるご
活躍を祈念申し上げましてご挨拶と致します。

会　長　矢 部  愼 一

新年のご挨拶

1人ひとりの税金が 夢ある未来の町になる（横芝光町立横芝中学校3年生 本莊 大祐さん） 高めよう 税の知識と 日本の未来（千葉県立松尾高等学校1年生 鵜之澤 さくらさん）
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　新年あけましておめでとうございます。
　令和２年の年頭に当たりまして、公益社団法人東金法人会の皆様に、謹んで新年のお
慶びを申し上げます。旧年中は、矢部会長をはじめ会員の皆様方には、税務行政全般にわ
たり深いご理解と多大なるご協力を賜り、心から御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、毎年、積極的な会員増強運動を実施され、組織基盤の強化に
努められるとともに、常日頃から税務知識の普及と納税意識の向上を目的に様 な々事業活
動を展開され、「税務座談会」をはじめとする各種研修会の開催や税を考える週間の「街
頭広報」等の実施、女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」、青年部会による「小
学校での租税教室」など、貴会の地域社会での貢献活動に心から敬意を表しますととも
に、改めて深く感謝申し上げます。本年も更に充実した事業活動を実施していただきますよ
うお願い申し上げます。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化・高度情報化などにより
大きく変化しております。これに伴い、「課税・徴収の効率化・高度化」と「納税者の利便性
の向上」を柱とする税務行政のスマート化を目指して、ＩＣＴを活用した国税電子申告・納
税システム（ｅ−Ｔａｘ）の普及・添付書類を含めた電子化に向け、各種施策に取り組んでおり
ます。
　また、大法人については、令和２年4月1日以降に開始する事業年度からｅ−Ｔａｘが義務
化されます。中小法人の皆様も、この機会にｅ−Ｔａｘによる申告・納税をご検討ください。
　さらに、昨年１０月の消費税率の引上げと同時に実施された軽減税率制度に伴い、多数
の事業者の方々にとって、税率ごとの商品管理や区分経理などの対応をしていただいて
いるところですが、今後も東金税務署として、制度の周知・広報等に取り組んでまいりますの
で、説明会の開催や広報紙への掲載など、なお一層のお力添えを賜りますよう、お願い申し
上げます。
　さて、本年は「庚子（かのえね）」の年であります。「庚子」の言葉の謂れを調べてみます
と、庚は「更」という字に通じ、「植物の成長が止まって新たな形に変化しようとする」状態を
指し、子は本来「孳」という字で、「種子の中に新しい生命がきざし始める状態」を指します。
　平成から令和への改元後の新年を迎えるにあたり相応しい意味であり、東京オリンピック
の開催を契機に飛躍の年になればと願っています。東金税務署においても一層の努力をし
て参る所存でありますので、本年も引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
　結びにあたり、本年も公益社団法人東金法人会の益々のご発展と、会員の皆様のご健
勝並びにご事業のご繁栄の年となりますよう心からお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

東金税務署長　渡 邉  信 夫

新年のご挨拶

1人ひとりの税金が 夢ある未来の町になる（横芝光町立横芝中学校3年生 本莊 大祐さん） 高めよう 税の知識と 日本の未来（千葉県立松尾高等学校1年生 鵜之澤 さくらさん）
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　われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダーたる経営
者の団体」として、「税制改正に関する提言」や租税教育、
企業の税務コンプライアンス向上に資する取組など、税
を中心とする活動を積極的に展開しながら、広く社会へ
貢献していくこととしている。
　現在、わが国経済は企業収益に陰りが見えるなど、景気
の減速懸念がにわかに強まっている。大規模金融緩和の
効果が期待できなくなった上、米中の経済摩擦によるマ
イナスの影響が顕在化してきたためである。一方、国際経
済面では、アメリカの保護主義的政策がわが国をも対象
とするなど予断を許さない状況となっている。
　国家的課題である財政健全化は困難を極めており、わ
が国の長期債務残高は先進国の中で突出して悪化して
いる。また、わが国は先進国で最速のスピードで少子高齢
化が進み、かつ人口減少という深刻な構造問題も抱えて
いる。社会保障の恒久的安定財源である消費税は、今般、

税率が10％に引き上げられたが、今後の社会保障給付費
の増大と財政健全化の困難さを考えれば、「受益」と「負
担」の均衡に向けた議論を早急に開始することが重要で
ある。
　中小企業は、地域経済と雇用の担い手である。グロー
バル経済や厳しい環境変化に対応し、その存在感を維持
するとともに、わが国経済の礎として、中小企業の力強い
成長を促す税制の確立が不可欠である。
　われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資する税
制」、「事業承継税制のさらなる拡充」等を中心とする「税
制改正に関する提言」の実現を強く求めるものである。
　創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人会は、令
和という新しい時代を迎え、ここ三重の地で全国の会員
企業の総意として、以上宣言する。
　　　　　　　　　　令和元年10月3日　　　　　　

全国法人会総連合全国大会　

†††† 令和2年度 税制改正スローガン ††††

大 会 宣 言

経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！
適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！
中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

　令和元年10月3日（木）三重県の津市産業・スポーツセンターにて、全国より412単位会、1,700余名が参加し盛大に
開催されました。
　東金法人会からは矢部会長・越川副会長・榊原副会長・飯田副会長・堀越事務局長の5名が参加しました。
　第1部では、「皇室と神宮」と題して、伊勢神宮広報室広報課長の音羽悟氏の記念講演が行われました。
　第2部の大会式典では、小林栄三全国法人会総連合会長及び宮﨑由至三重法人会連合会会長の挨拶に続き、星野次
彦国税庁長官のほか来賓の祝辞、会員増強表彰等の授章式を経て、「令和2年度税制改正に関する提言」の解説が行
われました。続いて、租税教育活動報告があり、最後に「令和2年度税制改正に関する提言」の実現を求める大会宣言
で締めくくられました。
　次回の第37回大会は、令和2年10月8日（木）に岩手県の盛岡市民文化ホールで開催予定です。

第36回法人会全国大会 三重大会
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令和2年度  税制改正に関する提言（要約）

　〜法人会に関係が深い部分を抜粋して記載〜
《基本的な課題》
Ⅰ．税・財政改革のあり方

1 財政健全化に向けて
（1）今般の消費税10％への引き上げは財政健全化と社会保障

の安定財源確保のため不可欠なものであり、税率引き上げに
よる悪影響を緩和する等の環境整備や来年度当初予算での
措置を講じることが必要。

（2）2019年度から21年度の基盤強化期間でも引き続き社会
保障費の増額を抑制する目安を示す改革に取組む。

（3）財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革
によって進めることが重要。

（4）軽減税率制度による減収分については安定的な恒久財源
を確保すべき。

（5）金融資本市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求む。
2 社会保障制度に対する基本的考え方
（1）年金について「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開

始年齢の引上げ」、「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相
当分の年金給付削減」等、抜本的な施策の実施。

（2）給付の急増の抑制のため診療報酬（本体）体系の見直しや
ジェネリック普及率80％以上の早期達成。

（3）介護保険制度の持続性を高めるための給付及び負担のあ
り方の見直し。

（4）生活保護の給付水準の見直しや不正受給の防止。
（5）少子化対策としての保育所や学童保育の整備や企業主導

型保育事業のさらなる活用検討と安定財源の確保。
（6）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しない

ような社会保障制度の確立。
3 行政改革の徹底
（1）国・地方における議員定数の大胆な削減と歳費抑制。
（2）国・地方公務員の人員削減と能力重視による賃金体系見直

しによる人件費の抑制。
（3）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（4）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

4 消費税率引き上げに伴う対応措置
（1）「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証し、中小企

業が適正に転嫁できる実効性の高い政策をとる。
（2）消費税の滞納防止のためさらなる対策を講じる。
（3）システム改修や従業員教育など事務負担が増大する中小

企業への特段の配慮。
5 マイナンバー制度
・ マイナンバー制度の意義等の周知と定着に向けた取り組みが

必要。
6 今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

1 法人実効税率について
・ OECD加盟国やアジア主要10カ国等に比べ我が国の法人

実効税率は高い水準にあり、国際競争力の観点からもさらな
る引き下げを視野に入れる必要がある。

2 中小企業の活性化に資する税制措置
（1）中小企業に適用される軽減税率の特例15％の本則化。
（2）租税特別措置の制度拡充と本則化

①中小企業投資促進税制の対象設備拡充。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置

を全額損金算入とする。
（3）中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や中小

企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特例（生産性
向上特別措置法）の手続き簡素化等。

3 事業承継税制の拡充

（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税
制の創設

（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
①免除制度に改め、以前の適用者への適用要件を緩和。
②経営者への制度周知。

Ⅲ．地方のあり方
・ 地方分権化は地方活性化の上でも重要。
・ 「ふるさと納税制度」のさらなる見直し。
・ 地方は自らの責任で行財政改革を進め活性化策を企画・立案

し実行すべき。
（1）地方創生での実効性ある改革
（2）広域行政による効率化の検討
（3）地方の行財政改革に民間のチェック機能導入
（4）地方公務員給与の給与体系見直し
（5）地方議会のスリム化や議員報酬の削減と政務活動費の適

正化
Ⅳ．震災復興等

・ 東日本大震災からの復興は原発事故への対応を含め引き続
き適切な支援が必要。

・ 地震や台風などによる大規模自然災害へ適切な支援と実効
性ある措置。

・ 災害等に係る雑損失の繰越控除期間を5年に延長する。
Ⅴ．その他

1．納税環境の整備
2．租税教育の充実

《税目別の具体的課題》
〇法人税関係

1 役員給与の損金算入の拡充
　（1）役員給与は原則損金算入とすべき
　（2）同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
2 交際費課税の適用期限延長
3 公益法人課税

〇所得税関係
1 所得税のあり方
　（1）基幹税としての財源調達機能の回復
　（2）各種控除制度の見直し
　（3）個人住民税の均等割
2 少子化対策

〇相続税・贈与税関係
1 相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、こ

れ以上の課税強化は行うべきではない。
2 贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
　（1）贈与税の基礎控除を引き上げる
　（2）相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引き

上げる。
〇地方税関係

1 固定資産税の抜本的見直し
（1）商業地等の宅地を評価するにあたっては、より収益

性を考慮した評価に見直す。
（2）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
（3）償却資産の少額資産範囲を30万円に拡大又は廃止。
（4）固定資産税の免税点の引き上げ。
（5）国土交通省、総務省、国税庁の評価体制一元化。

2 事業所税の廃止
3 住民税の超過課税の見直し
4 法定外目的税の適用配慮

その他
1 配当に対する二重課税の見直し
2 電子申告

※詳しくは全法連ホームページをご覧ください。

考えよう 社会をささえる 税のこと（東金市立城西小学校6年生 吉川 一花さん） 税金で 繋がる未来 大きな輪（東金市立東金中学校3年生 戸田 那愛さん）
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税を考える週間（11/11 〜 17）

街頭キャンペーン《東金市産業祭》 街頭キャンペーン《ベイシア大網白里店》

あなたも君も 町の未来を守る 納税者（山武市立大富小学校6年生 鵜澤 璃子さん）

受  賞  者 （敬称略）

令和元年度 納税表彰式
　令和元年度の「税を考え
る週間」における納税表彰
式が11月14日（木）、東
金商工会館において、東金
税務署と山武税務懇話会の
共催により挙行されました。
　式典では署長表彰、署長
感謝状、団体長感謝状の授
賞式のあと、税に関する各
作品の表彰が行われました。
　当会の関係で受賞された
方々は次の通りです。

◎東金税務署長表彰
　松井　京子（女性部会長）
　佐久間正男（源泉部会長）
◎東金税務署長感謝状
　飯田　克美（副会長）
　土屋　敏則（前青年部会長）
　宇澤　孝浩（横芝光・芝山副ブロック長）
◎公益社団法人	東金法人会	会長感謝状
　佐藤　史郎（前東金第２支部長）
　平本　光男（組織委員長）
　櫻田　基介（山武第２支部長）
　小川　一馬（山武第４支部長）
　石坂　俊晴（e-Tax推進委員長）

◎税に関する絵はがきコンクール
　　東金税務署長賞　
　　大網白里市立大網東小学校　工藤　美優
　（一社）千葉県法人会連合会	女性部会　
　　　　　連絡協議会	会長賞　
　　大網白里市立白里小学校　加藤岡　まや
　（公社）東金法人会長賞　
　　東金市立丘山小学校　杉野　亜由莉
　（公社）東金法人会女性部会長賞　
　　九十九里町立豊海小学校　鵜澤　百亜菜
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税を考える週間（11/11 〜 17）

街頭キャンペーン《東金サンピア》

安全と くらしを守る 消費税（横芝光町立上堺小学校6年生 椿 優花さん）

くやるように、自由に線を引いたり、書きこんだ
りはできないということだ。これはとても窮屈で、
子供たちは学びにくいのではないだろうか。確か
に、海外の教科書は日本の教科書に比べると、厚
く、内容は濃いという。そのせいで、どうしても
教科書の値段が高くなってしまうというのもわか
る。これでは、無料配布をするのは、とても大変
だ。
　しかし、これでは子供たちの学ぶチャンスを
奪ってしまってはいないだろうか。ある学校では、
こんなことがあったという。先生が社会の教科書
を10年たっても新しくしなかった。おかげで教科
書はボロボロ。また、10年前の教科書だ。当然内
容は古くなってしまっている。つまり、子供たち
が学べるのは、10年前までのことだけ。毎日のよ
うに変わりゆくこのご時世で、新しいことを学ぶ
ことができないのは、とても残念なことだと思う。
そして、この子供たちは、やっと新しくなった新
品の教科書を見て、「教科書がまぶしかった。」
と言っている。このときの子供たちの喜びや感謝
は一体どれほどのものであっただろう。
　毎年新しく配られ、何年かに1度内容が変わる
日本の教科書。大事に使えば、1年たっても、新
品と何ら変わりのない教科書。税金によってまか
なわれている私たちの教科書は、私たちに無料で
配られている。普段から、このような状況下にい
る私たちは、このありがたさになかなか気付くこ
とは難しい。しかし、私は、気付ける人でありた
いと思う。そのためにも、これからは、教科書を
大切に使っていきたい。

　一学期、私たちに教科書が配られる、無料で。
当たり前だ。私たちの教科書は、税金によってま
かなわれているのだから。これは、とてもありが
たいことだ。もし、教科書を自分で買わなければ
ならないと言われたらどうなってしまうのだろう。
教科書は、一冊で約800円ほどする。そして私は、
実に80冊もの教科書を持っている。つまり、小学
校から始まり、中学校を卒業するまでに、なんと
65,000円近くもしてしまう。とてつもない大金
だ。しかし、これだけでは終わらない。もし、高
校、大学と進んだなら、さらにお金がかかってく
る。しかし、そんな中で、義務教育である小中学
校でこれだけのお金を払わなくてすむのはとても
大きいと感じた。
　しかし、これらのことのありがたさに、一体ど
れくらいの人たちが気付けているのだろう。私は
よく、教科書に線を引いたり、書きこんだりす
る。折れたり、汚してしまうこともある。だが、
「これは自分の教科書だ。どうしようと私の自由
だ。」と割り切ってしまえる。
　だが、全ての国がそうではない。ヨーロッパや
アメリカなどの地域では、教科書は学校から「借
りる」もの。汚したり、なくしたりしたら、新し
く買って返さなくてはならない。つまり、私がよ

中学生の「税についての作文」 公益社団法人 東金法人会会長賞受賞作品

  当たり前

　大網白里市立大網中学校
　　　2年 長谷川　樹里
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	組織委員会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

令和元年度 「会員増強運動月間」 

新会員のご紹介 新しく会員になられた皆さんです ＝よろしく＝

東金第 1
東金第 2
東金第 3
東金第 4
東金ブロック計
九十九里第 1
九十九里第 2
九十九里ブロック計
大網白里第 1
大網白里第 2
大網白里第 3
大網白里ブロック計

山武第 1
山武第 2
山武第 3
山武第 4
山武第 5
山武ブロック計
芝　　山
横芝光第 1
横芝光第 2
横芝光・芝山ブロック計
大同生命
AIG

アフラック
千葉銀行
京葉銀行
千葉興業銀行
千葉信用金庫
銚子信用金庫
銚子商工信用組合
税理士会
その他
　　小　　計

　　合　　計

3
4
4
3

14
1
3

   4
4
3
2
9

3
2
4
1
2

12
3
2
2
7
5
5

2
11
7
2
3
4
3
2
3

47

93

3
4
1
4

12
0
0
0
0
3
0
3

0
0
1
0
1
2
0
1
2
3
2
3

1
11
4
2
1
1
0
1
1

27

47

支  部  名 支  部  名 支  部  名目 標 目 標 目 標獲得数 獲得数 獲得数

（令和元年11月末日現在）

支 部 名 支 部 名名　　　称 名　　　称業　　種 業　　種

大網白里１
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里２
山 武 １
山 武 ２
山 武 ２
山 武 ３
山 武 ５
横芝光１
横芝光１
横芝光１
横芝光１
横芝光２

小松　孝
㈱コンフォートビルド
㈻東金教会学園
㈱THE　WORLD
㈱星の木
（宗）日蓮宗　宝藏寺
NPO法人　げんき村
（宗）妙福寺
（同）東金食品
IATジャパン㈱
（一社）空手道無限勇進会
㈲日本豆腐大和屋
㈱グルーヴ
VIA㈱　大網営業所
㈱MTK　JAPAN
㈱いこし
（特非）コスモス

東 金 １
東 金 １
東 金 １
東 金 ２
東 金 ２
東 金 ２
東 金 ２
東 金 ３
東 金 ３
東 金 ３
東 金 ４
九十九里１
九十九里２
大網白里１
大網白里１
大網白里１
大網白里１

税 理 士
建設業・電気工事業
幼 児 教 育
人 材 派 遣
訪 問 介 護
宗 教 法 人
サービス業
宗 教 法 人
飲 食 店
中古車・部品販売業
空 手 道 場
豆腐・油揚製造業
電気工事業
広 告 制 作
介護・エステ
新聞小売業
障害者福祉サービス

卸 業
広 告 業
リフォーム業
ハウスクリーニング
塗 装 業
意匠写真撮影・加工
不 動 産 業
飲 食 業
製造業（建設機材製造）
太陽光発電事業
溶接工事業
飲 食 業
農 業
土木工事業
介 護 事 業
コンクリートブロック卸

㈲サクシード
㈱アールイーナンバー
㈱サクセス
㈱シュロの木
㈱マルコン
（同）クラリティ
房総リビング㈱
㈲アール・イー・エヌ
京浜工業㈱
サンエナジー（同）
加瀬㈱
㈱あづま庵
㈱コンコラソン
㈱八角建築
（同）アクティブ
グローバルワークス㈱

令和元年11月末日現在

委員会だより

※個人情報公開先のみ掲載
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	税制委員会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
		○税制委員会　市長・町長に陳情

　令和元年11月に小林税制委員長と各地区の役員で3市3町を訪問し、「令和2年度税制改正に関する提言」
を陳情いたしました。

山武市（11/7）

芝山町（11/12）

九十九里町（11/7）

横芝光町（11/12）

東金市（11/12）

大網白里市（11/26）

復興や 安全な暮らしを 守る税（横芝光町立光中学校3年生 川島 史子さん）

IIIIIIIIIII	e-Tax推進委員会	IIIIIIIIIII

		○「チャレンジe-Tax」研修会

　10月8日（火）、東金税務署別棟会議室において
東金税務署とe-Tax推進委員会の共催でチャレンジ
e-Tax研修会が開催されました。
　実際にパソコンを使っての実技研修で、e-Taxホ
ームページからIDパスワード方式を利用して、所
得税の確定申告書や法定調書の作成を、例題に沿
って詳しく説明していただきました。
　また、パソコン操作の質問についても、講師と
は別の東金税務署員が指導補佐等を対応していた
だき、とても充実した研修会でした。

IIIIIIIIIIIIIIII	研修委員会	IIIIIIIIIIIIIIII

		○パソコンセミナー

　10月30日（水）、今年度2回目のパソコンセミ
ナーを開催しました。午前の部は『PowerPoint
を使ったプレゼンテーション作成テクニック』、
午後の部は『Excelのスキルアップ』というテーマ
で、大手パソコンスクールで法人向けの研修をた
くさん実施されている先生をお招きし、昼食をは
さみ2部構成で行いました。当日の学習資料とそれ
に沿ったデータをご用意いただき、時間の許す限
り質問を受け付けてくださり、とても充実した研
修になりました。
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IIIIIIIIIIIIIIIII	青年部会	IIIIIIIIIIIIIIIII
		○青年の集い（大分大会）

　第33回「法人会全国青年の集い」大分大会が、
11月7日（木）・8日（金）、大分市内で開催され
ました。東金法人会青年部会としては、7名で参加
してまいりました。今年度の一番のテーマは「未
来を動かす第一歩、健康経営オリンピックについ
て」として、未来を担う子供たちに国の負の遺産
である大きな借金を残さないようにしていくには
どうしたらよいかについて、話し合いました。法
人会としてまずは医療費の削減から始めて行こう
とし、その具体的な思考と行動を今後どのように
していくかを勉強してきました。
　日本の総人口は2010年をピークに減少していく
中で、医療費等給付金の増大が国の財政を圧迫し
て行き、医療費制度の構造的な要因が医療費の抑
制を困難にしているのではないかというところか
ら、法人会で2つの目標を掲げ取り組んでいこう
と、提案がありました。
①青年部会として2040年に向け、社会保障制度の
破綻の回避と安定的な国の歳入確保に寄与し、
法人会ならではの健康経営の推進と普及に取り
組む。

②青年部会として2040年に向け、社会保障給付費
の推計190兆円を抑制する為、適切な医療との関
り方について学び医療費の適正化に貢献する。

　今後の検討として全法連青連協としてはジェネ
リック医療品の推奨やフィットネスクラブとの連
携・健康経営の共通アプリ等の提案等、色々な意
見がありました。
　また、県連、単位会ではジェネリック医療品希
望シールの作成・配布や健康経営ラインアプリス
タンプ等の普及等の意見がありました。
　企業や個人向けとしては定期健診100％実施・禁
（分）煙対策・スポーツクラブへの法人加入・バ
ランスの取れた食事や良質な睡眠の確保等の提案
が出ました。
　今後、このような内容で進めていきながら、並
行して現在遂行している租税教室を各小学校で展
開していければと思います。
　また、大会プログラム以外の時間帯において
は、事前に大分県法連から送られてきたパンフレ
ットを参考に、物産展に赴き飲食ブースや販売ブ
ースを巡り、大分の魅力を味わって参りました。

部会だより

広めよう 税の知識と 大切さ（東金市立北中学校3年生 伊藤 彩さん） 税金は 暮らしを支える 架け橋だ（山武市立成東中学校3年生 山下 優衣さん）

		○租税教室事前研修

　今年度の青年部会による租税教室は正気小学校
（12月）、成東小学校（1月）で行いました。そ
れに先立って11月19日（火）に当会事務局で事前
練習を行いました。先生役・アシスタント役・生
徒役などの担当決め、本番さながらの練習となり
ました。青年部会みなさんのユーモアが溢れる授
業展開で、当日がとても楽しみな時間となりまし
た。本番の様子は次回の春号でご報告します。

IIIIIIII	女性部会・源泉部会	IIIIIIII
		○女性部会・源泉部会合同研修旅行

　令和元年10月11日（金）、女性・源泉部会合同
研修旅行を実施いたしました。車内では、税務署
の職員の方に作成していただいた税金クイズでの
研修を行いました。軽減税率制度に関する問題が
多く、大変勉強になりました。
　見学地は都庁展望台と迎賓館赤坂離宮の視察で
した。あいにくの空模様でしたので、展望台から
の眺めはぼんやりとしていましたが、迎賓館で
は、ニュース映像で見る立派なお部屋や上品な室

しつ

礼
らい

の数々を、間近に見
ることができました。
　日常の風景から離
れ、良い刺激を受けた
一日となりました。

（青年部会	部会長　向後　雅秀）
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		○女性部会社会貢献活動

　10月16日（水）、女性部会による社会貢献活動
として、山武市にある特別養護老人ホーム「青松
苑」の慰問を行いました。三味線や民謡、フラダ
ンスなどを披露し、入居者の方々と楽しいひとと
きを過ごさせて頂
きました。会員の
皆様からお預かり
したタオルも寄贈
させて頂き、充実
した時間となりま
した。

　11月7日、九十九里町の介護予防拠点施設
『ちどりの里』にAEDを寄贈しました。例年、厚
生委員会主催のチャリティーゴルフ大会の募金
で寄贈しておりましたが、台風15号の影響によ
り予定していた大会が残念ながら中止になりま
した。今年度は当会の資金から費用を捻出し寄
贈に至りました。来年は無事開催され、寄贈を続
けていけるよう願います。

〜 AED 寄贈〜

IIIIIIIIIIIIIIIII	源泉部会	IIIIIIIIIIIIIIIII
		○年末調整説明会

　10月24日（木）、東金商工会館において、源泉
部会による年末調整説明会が開催されました。各
市町で行われる説明会に先立っての開催のため、
早めに資料を受け取ることができ、直接、税務署
の職員の方に相談ができるので、毎年、大勢の
方々が参加されます。年に一度の大切な事務につ
いての説明会に、出席者の方々は気を引き締めて
聞かれていました。



− 12 − 税金は よりよい未来の 第一歩（横芝光町立東陽小学校6年 越川 紫月さん） 納税に 託す輝く 令和の未来（東金市立西中学校3年生 佐々木 優希さん）

東金税務署からのお知らせ
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− 14 − 有効に みんなのための 消費税（山武市立大平小学校6年生 松森 舞さん） 消費税 しっかり納めて いいくらし（横芝敬愛高等学校3年生 名雪 雄太さん）

県法連だより

　令和元年12月13日(金)、(一社)
千葉県法人会連合会の花島会長と
田中税制委員長から、千葉県髙橋
副知事へ、「令和2年度税制改正に
関する提言書」を陳情いたしまし
た。　　　(要望書は森田知事宛て)

税理士会からのお知らせ

税金の無料相談
　千葉県税理士会東金支部では、毎月第1・第3水曜日（祝日を除く）に、税理士会事務局（東金商工
会館3階）で税に関する無料の相談（原則事前予約）を実施しておりますので、是非ご利用下さい。
　また2月21日（金）は、税理士記念日行事の一環として税に関する無料相談を実施しますので、
こちらもご利用下さい。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

　「文書回答手続」とは、納税者の皆様から、申告期限等の前に個別の取引等に係る税務上の取
扱いに関して文書による回答を求める旨の照会があった場合に、一定の要件の下に、文書により
回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会
及び回答の内容を国税庁ホームページで公表するという納税者サービスです（照会者名は原則非
公表です。）。
　なお、この手続の詳細については、国税庁ホームページの「事前照会に対する文書回答手続」
　（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm）
　からご覧ください。　

文書回答手続をご利用ください！
～納税者の皆様からの質問に対して国税局が文書で回答します。～

（東京国税局からのお知らせ）



− 15 −有効に みんなのための 消費税（山武市立大平小学校6年生 松森 舞さん） 消費税 しっかり納めて いいくらし（横芝敬愛高等学校3年生 名雪 雄太さん）

　今年も「税を考える週間」の一環として、各ブロック主催の講演会と異業種交流会が行わ
れました。社会保険労務士や弁護士の先生方の講演の後、東金税務署の北村副署長や池谷統括
官、森山上席の講話をいただきました。会場は地区の公民館や会員企業さんのお店で行われ、
異業種交流会では食事をしながら、和やかに親睦が図られました。

ブロックだより

〔ブロック税務座談会〕

東金ブロック 村杉ブロック長 挨拶 九十九里ブロック 阿部ブロック長 挨拶 大網白里ブロック 齋藤ブロック長 挨拶

山武ブロック 成川ブロック長 挨拶 横芝光・芝山ブロック 吉岡ブロック長 挨拶 東金税務署 北村副署長 講話

上原昌也氏講演会 田所公宜氏講演会 奴賀智氏講演会 池谷統括官講話

　去る11月7日、当会会長の矢部愼一氏が長
年の功績が認められ東京国税局長表彰を受賞
されました。ご自身の会社経営の他に当会の
代表理事として、会議の招集・開催、業務執
行のほか、様々な事業を通して会を盛り上
げ、申告・納税の普及発展に努められていま
す。栄えある受賞、誠におめでとうございま
した。

東京国税局表彰 受賞



− 16 − 税を知り 見つめてみよう 消費税（東金市立鴇嶺小学校6年生 根本 陽向さん） 見直そう 税に対する 自分の目（大網白里市立白里小学校6年生 宮腰 陽仁さん）

　下請取引の適正化は、下請事業者の経営の安定・健全性を確保する上で重要であるほか、
労働者の労働条件の確保・改善にも資するものであります。
　「働き方改革」を阻害する不当な行為（不適正な下請取引）は、中小企業の事業主が「働
き方改革」を進めるに当たってのお悩みの一つであると考えます。
　親事業者による下請法違反が疑われる場合については、ご相談への対応だけでなく、公
正取引委員会・中小企業庁への取次ぎ制度があります。
　制度の活用、お問い合わせ、リーフレットの入手等につきましては、下記「問合せ先」
までお願いいたします。

（リーフレット表面） （リーフレット裏面）



− 17 −税を知り 見つめてみよう 消費税（東金市立鴇嶺小学校6年生 根本 陽向さん） 見直そう 税に対する 自分の目（大網白里市立白里小学校6年生 宮腰 陽仁さん）

千葉県の最低賃金一覧表

※注　はん用機械器具製造業…家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業（他に分類され
ないはん用機械・装置製造業を除く）及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く

　　生産用機械器具製造業…建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生
活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち金属用金型・同部分品・附属品製造業、
非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く

◎支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与及び
　臨時の賃金は除外します。
◎お問い合わせは、千葉労働局賃金室（０４３－２２１－２３２８）又は最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。

千葉労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/ 

必ずチェック  最低賃金！ 使用者も  労働者も
最 低 賃 金 件 名 最低賃金額

時間額（円）
発 効
年 月 日 最 低 賃 金 の 適 用 に つ い て

〔地域別最低賃金〕
千 葉 県 最 低 賃 金

千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用され
ます。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びそ
の使用者には、該当する特定最低賃金が適用されます。

923 元 .10.1

調 味 料 製 造 業
（味そ製造業を除く。）

＊調味料製造業の特定最低賃金（889円）は、令和元年度は改正されな
いため、この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が適用されます。923 元 .10.1

鉄 鋼 業
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）１８歳未満又は６５歳以上の者
（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者

993 元 .12.25

はん用機械器具、
生産用機械器具製造業
※注

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
（電球・電気照明器具製造業、
電気計測器製造業及びこれらの
産業において管理、補助的経済
活動を行う事業所を除く。）

自動車（新車）小売業

計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具・理化学機
械器具製造業、医療用機械器
具・医療用品製造業、光学機械
器具・レンズ製造業、時計・同
部分品製造業、眼鏡製造業

各種商品小売業

＊はん用機械器具、生産用機械器具製造業の特定最低賃金（922円）は、
令和元年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金（923
円）」が適用されます。

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容
易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組
線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打
ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務

ロ 塗油、検品の業務
ハ 手作業による袋詰め、包装の業務
ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務

＊計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製
造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡製造業の特定最低賃金（887円）は、令和元
年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が
適用されます。

＊各種商品小売業（８６８円）は、令和元年度は改正されないため、
この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が適用されます。

＊自動車（新車）小売業（922円）は、令和元年度は改正されないため、
この額を上回る「千葉県最低賃金（923円）」が適用されます。

923 元 .10.1

951 元 .12.25

923 元 .10.1

923 元 .10.1

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和923 元 .10.1

注：衣・食・住にわたる各種の商品
を小売する事業所で、その事業所
の性格上いずれが主たる販売商品
であるかが判別できない事業所

特

定

最

低

賃

金
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Q:設立から10年ということですが、HPを拝見してもこの規
模にするには大変だったのでは？

土屋社長：うちは、元は食肉の小売業でした。20 年ほど前
から私も手伝うのですが、店舗販売は競争が激しくて費用
もかかる。その割に報われないので、転身を考えました。
トラックを店舗に見立てて顧客のもとに届けたら効率的だ
と。それで、卸に方向転換したんです。最初は軽トラから
始めました。

　　現在は、食肉に限らず、野菜も含めた食品の流通をまと
めて管理する業務に加えて、飲食に特化した店舗経営の
総合支援サービスや学校給食の製造を行っています。ラー
メン店等、出店の企画から店舗の確保、内装、厨房設備、
決済方法に至るまで飲
食店の経営のすべてを
パッケージングして支
援することも業務にし
ています。クライアン
トは個人より多店舗展
開を検討している法人
が対象ですね。

Q:ドッグフードの製造販売というのは、どういったところか
ら？

土屋社長：食肉を扱うと端材が出ますが、以前は多くが廃棄
されていたんです。それらの有効利用の側面に近年の飼い
主の健康志向の高まりという要素が加わりました。人と同
じ食材でペットフードを供給したら、十分需要が見込める
ようになりました。千葉、茨城は一次産業が多く、食肉も
野菜も結構廃棄が多いのですが、食材としては何ら問題は
ないので、有効利用すれば商機は見込めます。

Q:ペットフードもこの工場で加工されているのですか？
土屋社長：ペットフードは乾燥させてパックするので、別に

工場を用意して製造しています。製品の梱包は少しでも障
碍者雇用協力できればと、福祉作業所にお願いしています。
いずれは当社で障碍者雇用の作業所を用意して、完全雇用
でやっていこうという目標があります。障碍者雇用につい
ては、促進法の法定雇用率 2.2％は今後上がっていきます。
大企業ほどハードルが高くなるので、事業提携の形で協力
ができるのではと考えています。

Q:ブランド名のZYMOは、何か意味がありますか？
土屋社長：発酵という意味があります。製造・加工の過程で

ペットが消化しやすいように米麴を配合して発酵させてか
ら低温で乾燥させています。余計な添加物は一切必要とし
ません。そこが特色でしょうか。

Q:そういった知識は、どこから？何かお手本でもあったので
すか。

土屋社長：ほとんど独学ですよ。資金力のない者の戦略をと
ことん追求していった結果です。敢えて学びといえば、異
業種の先輩方の話を聞くことでしょうか。様々なお話の中
にヒントや思わぬ発見があるものです。

Q:趣味の読書というのは、やはり知識や発見をつかむための
ものですか。座右の銘の「不安に生きるか、理想に死ぬか」も
そのようにして見つけたものですか。

土屋社長：それもあります。自分に足りない何かを求めて書
店に行くと、何かしらの出会いがあるものです。

Q:お若いので引退後の計画などはまだ考えていないでしょう
が、今後の計画は？

土屋社長：今までは銀行の融資枠をとるための成長という目
標できましたが、今後は、収益性重視で経営基盤を安定さ
せたいですね。今回のような災害リスクの分散も考慮しな
ければなりません。実はこれまで仕事一筋できたので、ま
だ独身なんです。いいパートナーがいたら、さらに大きく
なれるかもしれませんね（笑）。

▶代表取締役：土屋　歩
▶所在地：横芝光町宮川11949－2
▶設　立：平成22年
  〈食肉卸売 ペットフード製造販売 OEM 学校給食〉
▶電話番号：0479-75-4429
▶URL：https://tsuchiya-meat.co.jp

二つの大きな台風と大雨の被害を受けた後にもかかわらず、快くインタビューに応じてくださった土屋社長を訪問しました。

記者後記

1人ひとりの税金が 夢ある未来の町になる（横芝光町立横芝中学校3年生 本莊 大祐さん）

企業戦士の素顔

台風の後の停電の際には、冷房が効かなく
なった工場のトラック搬入用のシャッター
を開け、冷凍車を付けて工場内に冷気を送
り、低温を保ったそうです。アイディアと
探究心に満ちた土屋社長。次はどんなこと
を考えているのでしょう。楽しみです。
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社員の方々と広報委員

学校給食用の食肉加工



− 19 −

　鳳凰山本漸寺は、東金市の谷（やつ）区にあって、顕
本法華宗に属し、往昔は本山輪番上総十か寺（本漸寺、
最福寺、妙徳寺、本松寺、法光寺＝以上東金市。本国寺、
蓮照寺、正法寺＝以上大網白里市。善勝寺、本寿寺＝以
上千葉市）の一つで、古刹最福寺と向かい合い、県立東
金高等学校の並び八鶴湖を見下ろす城山の中腹にある名
刹である。
　縁起については、12世住職日応が、元禄12年（1699）
に書いた「鳳凰山縁起」があるが、その冒頭に「夫
れ、当山開闢（かいびゃく）の縁由を考ふるに、伝に曰
く、往昔は近郷松之郷村の内に在り。同夢山願成就寺と
号す。則ち、禅宗にして、七堂伽藍の大寺と云ふ。大檀
那の平朝臣久時の時代、弘安3年に寄附の鼓鐘今に此れ
在り。」とあり、本寺が元は松之郷の願成就寺という禅宗
の寺院で、大寺の規模を有しており、鎌倉時代に寄附さ
れた梵鐘がそれを物語っているとのことであるが、その
梵鐘は、第2次大戦の折、供出したため現存していない。
この梵鐘に刻まれた鐘銘が確かであれば、願成就寺の創
立は鎌倉時代である。（蒙古襲来は弘安4年）願成就寺
という寺名は、北条政子の父、北条時政の墓所がある伊
豆韮山の願成就院にちなみ号されたものであろう。
　その後、永正6年（1509）になって土気城主酒井定
隆が田間城を築き、本寺をその内寺と定め、田間城に近
い金谷（松之郷字金谷）に移し、顕本法華宗に改宗、巨
徳山本漸寺と改称した。そして、名僧日親を中興の祖と
して迎え、大いに寺勢を拡大したとされる。（「上総国誌」
巻之六に開基の年時を大永元年（1521）3月としている
が、諸説ある）しかし、定隆はかねてから田間城の狭小
であることを不満とし、大永元年に東金城を改修し、移
城とともに本寺も金谷から現在の八鶴湖畔に移し、鳳凰
山本漸寺と改称、酒井家の菩提寺として寺運を盛大なら
しめた。以後、隆敏、敏治、敏房、政辰がこの地を治め、
上総の中心地、東金の発展の基礎を築いた。境内墓地に
は五代にわたってこの地を治めた酒井氏の墓碑と供養塔

があり、「正保四丁
亥　夏四月創立焉」
（1647 建立） と建
立年月が刻まれてい
る。その左右には数
十の同族の碑がある。
　天正18年（1590）
7月、豊臣秀吉の軍
勢によって東金城は
落ちたが、城主酒井
政辰、正成父子は北
之幸谷の妙徳寺にて
恭順の意を表した後、徳川家康は側近の進言を入れ、正
成を千石の旗本に取り立てた。寺も将軍の庇護を受け、
天正19年（1591）3月、徳川家康から寺領３０石の寄
進があり、以来寺運は次第に立ち直り、末寺２７を有する
房総有数の大寺になった。この時期には、本寺から日殷、
日乗、日英等の名僧が輩出して、彼らがいずれも本山京
都妙満寺の貫主に昇任し、それぞれ優れた実績を挙げた。
　慶長18年（1613）落ちた東金城跡に東金御殿が造成
され、家康も本寺に立ち寄り、故郷三河の国白輪村から
取り寄せた苗木の御手植え蜜柑を残していることはよく知
られている。
　本堂は境内奥の高所にあるが、その周囲には歴代住職
の供養塔、豪族の墓碑、記念碑等、豪華な碑石が並列し
ているのに対して、手前下段の墓所内には素朴な歌碑や
句碑が点在している。また、本漸寺では早くからペットの
火葬設備と墓苑を備え、需要に応えている。ペット墓苑に
は通年、供花とお香の煙の絶えることがない。

　本漸寺什宝には高僧による数々の曼荼羅、御奈良天皇
の書などいずれも国宝・重文級の品々が所蔵されている
が、中でも専門の歴史家が高く評価する「本漸寺文書」
があり、貴重な文化財として保存されている。

参考資料：東金町史　東金市史　ウィキペディア

郷土史跡名所めぐり 東金地区の巻その 191

鳳凰山本漸寺
ほんぜんじ

高めよう 税の知識と 日本の未来（千葉県立松尾高等学校1年生 鵜之澤 さくらさん）

境内より八鶴湖を見下ろす

ペット墓苑

酒井氏の供養塔
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考えよう 社会をささえる 税のこと（東金市立城西小学校6年生 吉川 一花さん）
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• 新年のご挨拶
• 法人会全国大会
• 納税表彰式
• 委員会だより
• 部会だより
• 税務署だより
• 県法連だより
• 税理士会からのお知らせ
• ブロックだより
• 東金労働基準監督署からのお知らせ
• 会社訪問“企業戦士の素顔”
• 郷土史跡名所めぐり
• 事務局だより

18pに掲載していま
す。

鳳凰山本漸寺（東金市）鳳凰山本漸寺（東金市）

横芝光町
株式会社 土屋 

　 代表取締役 土屋
　歩 様

企業戦士の素顔

事務局だより

【令和2年度 年会費について】
　口座振替を指定された会員様の口座引き落とし日は令和2年4月17日（金）ですので、振替前日ま
でにご指定の口座に資金の準備をお願いいたします。
　また、振込指定等の会員様は、4月17日の期限に合わせ、請求書を送付しますので、よろしくお願
いいたします。（なお、郵便局は振込手数料が無料です。）
　事務局では口座振替をお勧めしております。ぜひこの機会に移行手続きをお願い申し上げます。
　詳しくは下記事務局までご連絡ください。

• 日　時　令和2年2月22日（土）15：30～19：00
• 場　所　蓬莱閣　（東金市東新宿11-1）

• 内　容　①講演会　「野球を通じた人と地域の交流」
 　　　　        講 師 元プロ野球選手 現銚子市行政アドバイザー　

　　　　　　　　　 木樽 正明（きたる まさあき）氏

 　　②交流会
• 会　費　無　料
• 平成30年度、令和元年度の新入会員の方々を中心にご案内いたします。
　　            詳しくは下記事務局までご連絡ください。

「新入会員のつどい」に参加しよう！！

東金法人会事務局 連絡先▶☎0475-52-0022

2月〜5月の行事予定
2月	 		5日（水）	 生活習慣病健診	 東金商工会館	 	
	 		6日（木）	 　　　〃	 東金商工会館	
	 		7日（金）	 　　　〃	 松尾ふれあい館	
	 22日（土）	 新入会員のつどい	 蓬莱閣	 	
	 26日（水）	 税制委員会　税制セミナー	 東金商工会館	
3月	 		5日（木）	 決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会	 東金市中央公民館
	 		9日（月）	 理事会	 東金商工会館	 	
4月	 		9日（木）	 理事会	 東金商工会館	 	
	 16日（木）	 全国女性フォーラム	 愛媛県	 	
5月	 22日（金）	 定時総会	 東金商工会館	




